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審決 

 

不服２０２０－５３４２ 

 

（省略） 

請求人 株式会社ニコン 

 

（省略） 

代理人弁理士 西 和哉 

 

 特願２０１８－５０４４１０「撮像装置、画像処理装置、画像処理プログラ

ム、データ構造、及び撮像システム」拒絶査定不服審判事件〔平成２９年９月

１４日国際公開、ＷＯ２０１７／１５４７０５〕について、次のとおり審決す

る。 

 

結論 

 本件審判の請求は、成り立たない。 

 

理由 

第１ 手続の経緯 

 本願は、２０１７年（平成２９年）３月１日（優先権主張 平成２８年３月

９日）を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯は以下のとおりであ

る。 

 

 令和１年１１月６日付け ：拒絶理由通知 

 令和２年１月８日  ：意見書の提出、手続補正 

 同年２月１８日付け  ：拒絶査定 

 同年４月２０日  ：拒絶査定不服審判請求、手続補正 

令和 同年６月９日付け  ：前置報告 

 

第２ 令和２年４月２０日付の手続補正について 

１ 本件補正の内容 

 令和２年４月２０日付け手続補正（以下、「本件補正」という。）は、令和

２年１月８日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項１ないし

２３を、本件補正による特許請求の範囲の請求項１ないし２３に補正するもの

であり、本件補正は、補正前の請求項１８を補正後の請求項１８とする補正事

項を含むものである（下線は補正箇所を示す。）。 

 

（補正前の請求項１８） 

【請求項１８】 

 撮像画像における画素値の並び順及び前記撮像画像における画素の読み出し

順を含む第１の並び順を定めた設定情報と、 
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 前記第１の並び順を保持して配列されたデータ構造体と、を含み、 

 対象物データ生成部に、対象物を所定の視点から撮像した前記撮像画像と、

前記所定の視点から前記対象物上の点までの距離の測定結果とを用いて、前記

撮像画像の前記画素値、及び前記画素値に対応する前記対象物上の点から前記

所定の視点までの距離を組にした単位データを、前記第１の並び順を保持して

配列し、対象物データを生成させ、 

 点群データ生成部に、前記設定情報をもとに前記対象物データを読み込んで

前記対象物上の点の位置情報を算出し、前記位置情報を含む点データを前記第

１の並び順で配列して点群データを生成させる、データ構造。 

 

（補正後の請求項１８） 

【請求項１８】 

 撮像部及び画像処理部を備える撮像装置に用いられ、前記撮像部により撮像

された撮像画像のデータ構造であって、 

 前記撮像画像における画素値の並び順、及び前記撮像画像における画素の読

み出し順を含む第１の並び順を定めた設定情報と、 

 前記第１の並び順を保持して前記画素値が配列されたデータ構造体と、を含

み、 

 前記データ構造体は、前記画像処理部により、対象物を所定の視点から撮像

した前記撮像画像と、前記所定の視点から前記対象物上の点までの距離の測定

結果とを用いて、前記撮像画像の前記画素値、及び前記画素値に対応する前記

対象物上の点から前記所定の視点までの距離を組にした単位データが、前記第

１の並び順を保持して配列されることにより生成され、 

 前記設定情報は、前記画像処理部により、前記データ構造体が読み込まれ、

前記対象物上の点の位置情報が算出され、前記位置情報を含む点データが前記

第１の並び順で配列されて点群データが生成されるときに用いられる、データ

構造。 

 

２ 補正の適合性 

（１）補正の目的について 

 請求項１８に係る補正は、 

（ｉ）「撮像部及び画像処理部を備える撮像装置に用いられ、前記撮像部によ

り撮像された撮像画像のデータ構造」であるという事項を特定することで、補

正後のデータ構造が、「撮像部及び画像処理部を備える撮像装置に用いられ、

前記撮像部により撮像された撮像画像のデータ構造」であることを明確化する

補正、 

（ｉｉ）補正前の「前記第１の並び順を保持して配列されたデータ構造体」を、

補正後のデータ構造が、「前記撮像画像における画素値」に関して、「前記第

１の並び順を保持して前記画素値が配列されたデータ構造体」とすることで、

「撮像画像における画素値」が配列されたデータ構造体であることを明確化す

る補正、 

（ｉｉｉ）「単位データ」が「第１の並び順を保持して配列」されることによ
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り生成されるデータを、補正前の「対象物データ」から補正後の「データ構造

体」とし、該「データ構造体」を生成する主体を「対象物データ生成部」から

「画像処理部」とすることで、データ構造体を生成する処理の内容及び生成す

る処理を行う主体を明確化する補正、 

（ｉｖ）「点群データを生成させる」処理について、「設定情報をもとに前記

対象物データを読み込んで前記対象物上の点の位置情報を算出し、前記位置情

報を含む点データを前記第１の並び順で配列」を行う主体を「点群データ生成

部」から「画像処理部」とし、読み込まれるデータを補正前の「対象物データ」

から（ｉｉｉ）にあわせて「データ構造体」とすることで、点群データを生成

する処理に用いられるデータと処理の内容、及び点群データを生成する処理を

行う主体を明確化する補正、 

である。 

（ｖ）当該補正は、（ｉ）〜（ｉｖ）のとおりであり、これらを総合すると、

請求項１８にデータ構造や処理の主体に明りょうでない記載が存在することで、

結果として発明該当性がないとされた事項について、明りょうでない記載の釈

明を行うことで拒絶理由を解消することを目的とするものであり、特許法第１

７条の２第５項第４号に該当する。 

 

（２）補正の範囲及び単一性について 

 本願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲、及び図面（以下、明

細書等という）には、以下の記載がある。（下線は、強調のため当審で付した

ものである。） 

「【００１６】 

 図１（Ｂ）は、撮像装置１の構成の一例を示すブロック図である。撮像装置

１は、例えば、検出部２と、画像処理部３（画像処理装置）と、情報算出部４

と、記憶部５と、通信部６（送信部）と、制御部７と、本体部８とを備え

る。・・・ 

 

【００１７】 

 図２は、検出部２の一例を示す図である。・・・検出部２は、撮像部１１お

よび測距部１２を含む。・・・ 

【００１８】 

 撮像部１１は、結像光学系１３および撮像素子（検出素子、受光素子）１４

を備える。・・・ 

【００１９】 

 撮像素子１４は、例えば、複数の画素が二次元的に配列されたＣＭＯＳイメ

ージセンサ、あるいはＣＣＤイメージセンサである。撮像素子１４は、例えば

本体部８に収容される。撮像素子１４は、結像光学系１３が形成した像を撮像

する。撮像素子１４の撮像結果（検出結果）は、例えば、各画素の色ごとの画

素値（例、階調値）の情報（例、ＲＧＢデータ）を含む。撮像素子１４は、例

えば、撮像結果をフルカラー画像のデータ形式で出力する。 

・・・ 
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【００２３】 

 図３（Ｂ）に示すように、画像データＤａは、設定情報Ｄａ１および画素デ

ータ構造体Ｄａ２を含む。・・・ 

【００２４】 

 画素データ構造体Ｄａ２は、複数の画素の各色の画素値を格納する。画素デ

ータ構造体Ｄａ２は、例えば、画素ごとの画素データにおいてＢ、Ｇ、Ｒの画

素値が予め定められた順に連続的に配列され、画素データが画素の並ぶ順に繰

り返し配列される構造である。」 

「【００３４】 

 図１の説明に戻り、画像処理部３（画像処理装置）は、対象物データ生成部

２１および点群データ生成部２２を備える。対象物データ生成部２１は、撮像

部１１による撮像画像および測距部１２の測定結果を用いて、対象物データＤ

ｃ（後に図５（Ａ）で説明する）を生成する。点群データ生成部２２は、対象

物データＤｃに基づいて対象物ＯＢ上の点の位置情報（例、座標）を算出する。

また、点群データ生成部２２は、対象物ＯＢ上の点の位置情報を少なくとも含

む点データＦを配列して、点群データＤｅ（後に図５（Ｂ）、図５（Ｃ）で説

明する）を生成する。」 

・・・ 

【００３６】 

 図５（Ａ）は、本実施形態に係る対象物データＤｃの一例を示す概念図であ

る。対象物データＤｃは、例えば、ＲＢＧ－Ｄ画像の画像データである。対象

物データＤｃは、設定情報Ｄｃ１および単位データ構造体Ｄｃ２を含む。」 

 

 上記の明細書等の記載によれば、請求項１８に係る上記補正事項は、特に上

記明細書の摘記した記載に基づくものであるから、請求項１８に係る補正は、

本願出願時の明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許

法第１７条の２第３項の規定に適合するものである。 

 また、請求項１８に係る補正は、上記のとおり、不明りょうな記載の釈明を

目的とする補正であるから、本件補正前の請求項１８に記載された発明と、本

件補正後の請求項１８に記載された発明は、発明の単一性の要件を満たすもの

といえ、請求項１８に係る補正は、特許法第１７条の２第４項の規定に適合す

るものである。 

 

第３ 原査定の理由 

 令和２年２月１８日付け拒絶査定の理由の概要は以下の通りである。 

 

（発明該当性）この出願の請求項１８に記載されたものは、下記の点で特許法

第２９条第１項柱書に規定する要件を満たしていないから、特許を受けること

ができない。 

 

記 
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 本願の補正後の請求項１８に係る発明は、「設定情報」及び「データ構造体」

を含む「データ」を定義したものにすぎず、人為的な取決めに止まるから、自

然法則を利用した技術的思想の創作ではなく、発明に該当しない。 

 よって、補正後の請求項１８に係るデータ構造は、自然法則を利用した技術

的思想の創作ではなく、「発明」に該当しないから、特許法第２９条第 1 項柱

書に規定する要件を満たしておらず、特許を受けることができない。 

 

第４ 本願発明 

 本願の請求項１８に係る発明（以下、「本願発明」という。）は、令和２年

４月２０日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項１８に記載さ

れた事項により特定される発明であり、以下のとおりのものである。 

 なお、各構成の符号（Ａ）〜（Ｂ２）は、説明のために当審において付与し

たものであり、以下、構成Ａ〜構成Ｂ２と称する。また、下線は令和２年４月

２０日の手続補正により補正された箇所を示す。 

 

（本願発明） 

【請求項１８】 

Ａ 撮像部及び画像処理部を備える撮像装置に用いられ、前記撮像部により撮

像された撮像画像のデータ構造であって、 

Ａ１ 前記撮像画像における画素値の並び順、及び前記撮像画像における画素

の読み出し順を含む第１の並び順を定めた設定情報と、 

Ａ２ 前記第１の並び順を保持して前記画素値が配列されたデータ構造体と、

を含み、 

Ｂ１ 前記データ構造体は、前記画像処理部により、対象物を所定の視点から

撮像した前記撮像画像と、前記所定の視点から前記対象物上の点までの距離の

測定結果とを用いて、前記撮像画像の前記画素値、及び前記画素値に対応する

前記対象物上の点から前記所定の視点までの距離を組にした単位データが、前

記第１の並び順を保持して配列されることにより生成され、 

Ｂ２ 前記設定情報は、前記画像処理部により、前記データ構造体が読み込ま

れ、前記対象物上の点の位置情報が算出され、前記位置情報を含む点データが

前記第１の並び順で配列されて点群データが生成されるときに用いられる、 

Ａ データ構造。 

 

第５ 判断 

１．本願発明の「データ構造」の発明特定事項について 

（１）「撮像画像のデータ構造」の構成 

 本願発明の「撮像画像のデータ構造」は、「撮像部及び画像処理部を備える

撮像装置に用いられ、前記撮像部により撮像された」「撮像画像のデータ構造」

（構成Ａ）である。 

 そして、当該「データ構造」は、「前記撮像画像における画素値の並び順、

及び前記撮影画像における画素の読み出し順を含む第１の並び順を定めた設定

情報」（構成Ａ１）と、「前記第１の並び順を保持して前記画素値が配列され



 6 / 10 

 

たデータ構造体」（構成Ａ２）とを含む。 

 また、本願発明の構成Ａ２の「データ構造体」は、構成Ｂ１を踏まえると、

「対象物を所定の視点から撮像した前記撮像画像」の「画素値」、「及び前記

画素値に対応する前記対象物上の点から前記所定の視点までの距離を組にした」

「単位データが」、「前記第１の並び順を保持して配列され」たものである。 

 

（２）「撮像画像のデータ構造」に関連する情報処理 

 一方、本願発明の「データ構造体」は、「前記画像処理部により」「生成さ

れる」ものであり、「対象物を所定の視点から撮像した前記撮像画像と、前記

所定の視点から前記対象物上の点までの距離の測定結果とを用いて」、「前記

撮像画像の前記画素値、及び前記画素値に対応する前記対象物上の点から前記

所定の視点までの距離を組にした単位データが」、「前記第１の並び順を保持

して配列されることにより生成される」（構成Ｂ１）ものである。 

 そうすると、本願発明の「データ構造体」において、構成Ｂ１に関連する情

報処理は、「撮像画像の前記画素値」と、「前記画素値に対応する前記対象物

上の点から前記所定の視点までの距離を組にした」「単位データ」を「第１の

並び順を保持して配列」することにより「データ構造体」を「生成」する情報

処理である。 

 

 また、本願発明の「設定情報」は「前記画像処理部により」「用いられる」

ものであり、「前記データ構造体が読み込まれ」、「前記対象物上の点の位置

情報が算出され、前記位置情報を含む点データが前記第１の並び順で配列され

て点群データが生成される」「ときに用いられる」（構成Ｂ２）ものである。 

 そうすると、本願発明の「設定情報」において、構成Ｂ２に関連する情報処

理は、「データ構造体」を「読み込」み、「算出され」た「対象物上の点の位

置情報」について、当該「位置情報を含む点データ」を「第１の並び順で」

「配列」して「点群データ」を「生成」する情報処理である。 

 

２．発明該当性についての判断 

（１）「撮像画像のデータ構造」について 

ア．構成Ａの「撮像画像のデータ構造」について検討する。 

 構成Ａは、「撮像画像のデータ構造」が「撮像部及び画像処理部を備える撮

像装置に用いられ、前記撮像部により撮像された」ことを特定しているといえ

る。 

 さらに、当該「撮影画像のデータ構造」は、「設定情報」と「データ構造体」

を含むといえる。 

 

イ．そこで、構成Ａ１の「設定情報」、及び構成Ａ２の「データ構造体」につ

いて検討する。 

 構成Ａ１の「設定情報」は、「前記撮像画像における画素値の並び順、及び

前記撮像画像における画素の読み出し順を含む第１の並び順を定めた」情報で

あることを特定しているといえる。 
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 また、構成Ａ２の「データ構造体」は、構成Ｂ１を踏まえると、「前記画素

値」及び「前記画素値に対応する前記対象物上の点から前記所定の視点までの

距離」を組にした「単位データ」が「前記第１の並び順を保持して配列される」

情報であるといえる。 

 

ウ．上記ア、イを総合すると、請求項１８の「撮像画像のデータ構造」は、

「撮像画像における画素値の並び順」及び「撮像画像における第１の読み出し

順を含む第１の並び順」を定めた「設定情報」と、「画素値」及び「距離」を

組にした「単位データ」が「第１の並び順を保持して」「配列された」「デー

タ構造体」を含むことから、「画素値」及び「距離」を組にした「単位データ」

が、「設定情報」に定められた並び順を保持して配列されたデータの並びから

なるといえ、データの並びを規定する「データ構造」を有するものということ

ができる。 

 

（２）「プログラムに準ずるデータ構造」について 

（２－１）本願発明の「撮像画像のデータ構造」に関連する情報処理は、上記

１（２）のとおりである。すなわち、 

 構成Ｂ１の情報処理は、「撮像画像の前記画素値」と、「前記画素値に対応

する前記対象物上の点から前記所定の視点までの距離を組にした」「単位デー

タ」を、「第１の並び順を保持して配列する」ことにより「データ構造体」を

生成するというものである。 

 また、構成Ｂ２の情報処理は、「設定情報」を用いて、「単位データ」が配

列された「データ構造体」を「読み込」み、「算出され」た「対象物上の点の

位置情報」について、当該「位置情報を含む点データ」を「第１の並び順で」

「配列」して「点群データ」を「生成」する情報処理である。 

 

（２－２）そうすると、本願発明において、構成Ａ１の「設定情報」、構成Ｂ

１を踏まえた構成Ａ２の「単位データ」が配列された「データ構造体」が有す

るデータ要素間の関係により定められる情報処理とは、 

（ｉ）画素値と距離を組にした単位データを第１の並び順を保持して配列する

ことで、データ構造体を生成すること、 

（ｉｉ）設定情報を用いて、（ｉ）の単位データを配列したデータ構造体を読

み込んで、算出された対象物の位置情報を含む点データを第１の並び順で配列

して点群データを生成すること、 

である。 

 すなわち、本願発明における「設定情報」と、「単位データ」が配列された

「データ構造体」からなる「データ構造」が有するデータ要素間の関係により

定められる情報処理は、 

・上記（ｉ）の所定のデータ要素を組にした単位データを配列して、 

・上記（ｉｉ）の算出された対象物の位置情報を含む点データを配列して、点

群データを生成する、 

というものである。 
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（２－３）よって、本願発明の「撮像画像のデータ構造」は、 

・所定のデータ要素を組にした単位データを配列した結果のデータであるデー

タ構造体、 

および 

・当該配列したデータに異なるデータを含めて配列することで、別のデータ

（点群データ）を生成する時に用いられるデータである設定情報、 

の組からなるデータ群、を定めたものにすぎない。 

 そして、このようなデータ構造は、コンピュータに対する指令が一の結果を

得るように組み合わされたプログラムに類似する性質を有していない、すなわ

ち、何ら電子計算機による処理を規定するものではない。 

 したがって、本願発明の「撮像画像のデータ構造」は、特許法第２条第４項

に規定された「プログラム（電子計算機に対する指令であって、一の結果を得

ることができるように組み合わされたものをいう）その他電子計算機による処

理の用に供する情報であってプログラムに準ずるもの」ということはできない。 

 

（２－４）そして、本願発明の「撮像画像のデータ構造」に関連する情報処理

については、上記１（２）のとおりであって、「画像処理部」により「第１の

並び順を保持して配列されることにより生成され」た情報であるという、「デ

ータ構造体」を生成するときの処理が特定されたものにすぎないものであり、

「画像処理部」に用いられる「点群データが生成されるときに用いられる」と

きに供される情報にすぎず、「対象物上の点の位置情報が算出され」、「位置

情報を含む点データが」「第１の並び順で配列されて点群データが生成される」

いう用途を記載したに過ぎない。 

 

（２－５）以上のことから、本願発明は、全体としてみて、「データ構造」に

基づく情報処理を具体的に特定するものではなく、「人為的な取決め」を記載

したにとどまるものであって、特許法第２条柱書きにおける「自然法則を利用

した技術的思想の創作」ではなく、特許法第２９条第１項柱書きに規定する

「発明」に該当しない。 

 

３．審判請求書の主張について 

 請求人は、令和２年４月２０日の審判請求書の「４ 本願発明が特許される

べき理由」において、 

「４ 本願発明が特許されるべき理由 

 請求項１８に係るデータ構造は、請求項に記載された、撮像画像が、前記撮

像画像における画素値の並び順、及び前記撮像画像における画素の読み出し順

を含む第１の並び順を定めた設定情報と、前記第１の並び順を保持して前記画

素値が配列されたデータ構造体と、を含むという当該データ構造のデータ要素

間の関係により定まる、「前記データ構造体は、前記画像処理部により、対象

物を所定の視点から撮像した前記撮像画像と、前記所定の視点から前記対象物

上の点までの距離の測定結果とを用いて、前記撮像画像の前記画素値、及び前
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記画素値に対応する前記対象物上の点から前記所定の視点までの距離を組にし

た単位データが、前記第１の並び順を保持して配列されることにより生成さ

れ」、「前記設定情報は、前記画像処理部により、前記データ構造体が読み込

まれ、前記対象物上の点の位置情報が算出され、前記位置情報を含む点データ

が前記第１の並び順で配列されて点群データが生成されるときに用いられる」

というコンピュータによる情報処理を可能とするデータ構造であるといえます。 

 よって、当該データ構造は、プログラムに準ずるデータ構造です。 

 そして、請求項１８の記載から、データ構造体の生成、及び点群データの生

成という使用目的に応じた特有の情報の演算又は加工が、ソフトウエアとハー

ドウエア資源とが協働した具体的手段又は具体的手順によって実現されている

と判断できます。 

 そのため、当該データ構造は、ソフトウエアとハードウエア資源とが協働す

ることによって使用目的に応じたコンピュータの動作方法を構築するものです。 

 したがって、プログラムに準ずるデータ構造が規定する情報処理がハードウ

エア資源を用いて具体的に実現されているから、請求項１８に係るデータ構造

は、自然法則を利用した技術的思想の創作であり、「発明」に該当します。」 

と主張している。 

 

 しかしながら、上記２．の（２）（２－３）において判断したとおり、本願

の請求項１８において、 

本願発明の「データ構造」は、所定のデータ要素を組にした単位データを配列

した結果のデータである「データ構造体」、および当該配列したデータに異な

るデータを含めて別のデータを配列する時に用いられるデータである「設定情

報」、の組からなるデータ群、を定めたものにすぎない。 

 そして、このようなデータ構造が、コンピュータに対する指令が一の結果を

得るように組み合わされたプログラムに類似する性質を有していない、すなわ

ち、何ら電子計算機による処理を規定するものではなく、特許法第２条第４項

に規定された「プログラム」または「プログラムに準ずるもの」ということは

できない。 

 また、本願発明の「データ構造」に関連する情報処理については、上記２．

の（２）（２－４）のとおりであって、「データ構造体」を生成するときの処

理が特定されたもの、および「点群データが生成されるときに用いられる」と

きに供される情報にすぎず、「対象物上の点の位置情報が算出され」、「位置

情報を含む点データが」「第１の並び順で配列されて点群データが生成される」

いう用途を記載したに過ぎない。 

 以上のことから、本願発明は、全体としてみて、上記２．の（２－５）のと

おり、「データ構造」に基づく情報処理を具体的に特定するものではなく、

「人為的な取決め」を記載したにとどまるものであって、特許法第２条柱書き

における「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではなく、特許法第２９条

第１項柱書きに規定する「発明」に該当しない。 

 したがって、請求人の審判請求書による上記主張は、採用することができな

い。 
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４．まとめ 

 以上のとおりであるから、本願発明の「撮像画像のデータ構造」は、「情報

の単なる提示」を行うものであるから、特許法第２条第１項における「自然法

則を利用した技術的思想の創作」ではなく、特許法第２９条第１項柱書でいう

「発明」に該当しない。 

 

第５ むすび 

 以上のとおり、本願発明は、特許法第２９条第１項柱書に規定する要件を満

たしていないから、特許を受けることができない。 

 したがって、本願はその他の請求項について検討するまでもなく拒絶すべき

ものである。 

 よって、結論のとおり審決する。 

 

 

  令和３年３月１９日 

 

審判長 特許庁審判官 清水 正一 

特許庁審判官 川崎 優 

特許庁審判官 千葉 輝久 

 

（行政事件訴訟法第４６条に基づく教示） 

 この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から３０日（附

加期間がある場合は、その日数を附加します。）以内に、特許庁長官を被告と

して、提起することができます。 

 

〔審決分類〕Ｐ１８ ．１ －Ｚ （Ｇ０６Ｔ） 

 

審判長 特許庁審判官 清水 正一 8942 

特許庁審判官 千葉 輝久 8938 

特許庁審判官 川崎 優 8944 


